
日
U

収入をもって支弁する。

第19条会員の会費は次の通りとする O

1.入会金 1，000円(4米ドル)

2. 正会員年額 4，000円

3. 学生会員 /1 1， 000円(大学院生は除く)

4. 特別会員 // 20米ドル

5. 賛助会員 // 20，000円以上

第20条本会の会計年度は毎年 4月に始まり，翌年 3

月iζ終わる。

付員Ij

1. 本会の会則は，総会において出席E会員の2/3

以上を得た議決により変更する乙とができる。

2. 本会則は，昭和46年 3月21日より施行する。

3田 本会則は，昭和51年 5月1日より一部改訂する。

4 本会則は，昭和55年 5月11日より一部改訂する。

支部に関する規定
昭和56年n月8日制定

1. 本学会会員が，支部を設けようとする場合には，下記により，本学会会長l乙申請し，理事会の議を経

て総会の承認をえるものとする。

1.設立の経過概要 2 名 称

3. 支部長および役員 4 会 員Ij

5. 会員名簿 5. その他

2. 各支部の運営は，本部との関係については本規定に従って行われるが，その他の事項については各支

部規則において乙れを定めるものとする。

3. 支部は原則として隣接する地域に在勤または在住する本会正会員20名以上をもって構成する。

4 支部運営のための経費は支部会費によって賄うものとする。支部会費の額は各支部毎に決定するもの

とする。

5. 支部は次の事項について各年度どとに本部に報告する。

1.役員の変更 2. 活動状況の概要

3. その他必要と認められる事項




